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     船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年４月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏    

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２８年５月２２日 ２２時４０分ごろ 

発生場所 神奈川県横浜市万国
ばんこく

橋付近 

横浜貯木場防波堤灯台から真方位２８９°２,０７０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°２７.０′ 東経１３９°３８.４′） 

事故の概要 屋形船第二すずよしは、無人で係留中、火災が発生した。 

第二すずよしは、客室等に焼損を生じ、同船に横付けしていた僚船

は、客室右舷側等に焼損を生じて沈没し、また、浮桟橋等に焼損を生

じた。 

事故調査の経過  平成２８年５月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った｡ 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

屋形船 第二すずよし、２７トン 

 １４００４５、有限会社すずよし 

 １５.１６ｍ（Lr）×４.８３ｍ×２.０６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２３５.４kＷ、平成７年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５５歳 

 六級海技士（航海） 

  免許年月日 平成１１年１２月６日 

  平成２８年１月１９日をもって失効していた。 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 客室等に焼損（全損） 

僚船 客室右舷側等に焼損、沈没（全損） 

浮桟橋等 焼損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風速 約１m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  本船は、船長ほか４人が乗り組み、平成２８年５月１５日１７時０

０分ごろ万国橋付近の浮桟橋（以下「本件浮桟橋」という。）を離

れ、横浜市弁天橋付近の発着場で旅客約３０人を乗せて屋形船として

運航した後、２１時３０分ごろ本件浮桟橋に右舷着けした状態で主機

を停止した。 

本船は、船長ほか４人が、本船の清掃等を行い、船長がプロパンガ
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スの元栓の閉鎖及び各電源のブレーカの遮断等を行い、火気を点検し

た後、２台の発電機を停止し、陸電設備から船内の調理室付近に置か

れていた冷蔵庫及び冷凍庫に電力を供給する措置を講じ、２３時００

分ごろ帰宅し、無人の状態となった。 

僚船は、２２日夕方、本船と同様に屋形船として運航した後、２１

時３０分ごろ本船の左舷側に横着けし、乗組員が、火気等の点検を終

えた後、主機及び発電機を停止して帰宅し、無人の状態となった。 

万国橋付近を通行していた人は、本件浮桟橋に係留中の本船から火

炎が上がっていることを認め、２２時４０分ごろ１１９番に通報し

た。 

船舶所有者担当者は、２２時４５分ごろ消防署から本船及び僚船か

ら火災が発生している旨の連絡を受け、船長、僚船船長等に伝えて本

件浮桟橋に向かった。 

本船及び僚船は、２３日０２時１４分ごろ消防隊の消火作業によっ

て鎮火したものの、沈没するなどして全損となった。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 

 

(1)  船体構造等 

本船は、船体中央部に屋根があり、床が畳敷きの客室となって

おり、客室の下に機関室が、客室後方の中央付近に操舵室が、左

舷側に調理室がそれぞれ配置されていた。 

本船は、操舵室に発電機及び主機の始動器盤があり、それぞれ

にバッテリ充電用メインスイッチが付設されていた。 

本船は、客室の天井に、蛍光灯（３０Ｗ型）、業務用エアコン及

び換気ファンが付設されていた。 

本船は、船内の天井付近を含めて電気配線を交換したことがな

かった。 

(2)  機関室の機器類 

  本船は、機関室に船首側から順に発電機２台、主機１台が設置

されており、主機始動用バッテリ（５時間率１３０Ａh）及び発電

機始動用バッテリ（５時間率１０５Ａh）がそれぞれ２個ずつ備え

られていて、電磁接触器を介して主機及び発電機に配線されてい

た。 

(3) 消火設備 

本船は、機関室に自動拡散型粉末消火器を３個備えていた。 

(4) 燃料油等の搭載状況 

本船は、軽油を船首部甲板下の燃料油タンクに約１kℓ、プロパ

ンガスボンベ（１０kg）２本を調理室付近に搭載していた。 

(5) 陸電設備 

本件浮桟橋側には、陸電設備として引込開閉器盤が設けられ、

電力が漏電遮断器及び延長コードを使用して電気機器に供給でき
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るようになっており、本事故当時、本船の調理室付近の冷蔵庫及

び冷凍庫に電力が供給されていた。 

(6) 本船及び僚船の焼損状況 

本船は、客室の右舷側窓枠及び調理室が焼け残ったものの、左

舷側窓枠及び屋根全部が焼失し、客室床面の左舷側に電気配線の

短絡痕状の球体が確認されたが、電力が供給されていた冷蔵庫及

び冷凍庫の電気配線には短絡痕が確認されなかった。（写真１～写

真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船の焼損状況（右舷船尾方より） 

写真２ 本船の焼損状況（客室船尾方より） 

船首 

左舷側窓枠付近 右舷側窓枠付近 

船首 

船尾 
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僚船は、客室の左舷側窓枠が焼け残り、右舷側窓枠が焼失して

いた。 

(7) その他 

本船は、運航が終了した後、客室に敷かれた畳を上げて機関室

内の油漏れ、ビルジの有無等の点検が行われており、異常がない

ことが確認されていた。 

本船は、たばこの灰皿を水洗いして片付け、吸い殻を陸揚げし

ていた。 

消防署の署員は、本件浮桟橋に到着した際、本船が火炎に覆わ

れており、本船から僚船に延焼したことを確認していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

あり 

なし 

 本船は、本件浮桟橋に無人の状態で係留中、出火したものと考えら

れる｡ 

 本船は、本事故後、短絡痕状の球体が確認されたことから、電気配

線から出火した可能性があると考えられるが、本事故発生の７日前に

本件浮桟橋に右舷着けした後、主機及び発電機を停止していたこと、

陸電設備から延長コードを用いて電力が供給された調理室付近の冷蔵

庫及び冷凍庫を除いて電力の供給が遮断されていたこと、及び本事故

後、冷蔵庫及び冷凍庫の電気配線に短絡痕が認められなかったことか

ら、出火した状況を明らかにすることはできなかった。 

写真３ 本船の客室左舷側の床面で確認された短絡痕状の球体 

○で囲ん

だ部分： 

短絡痕状

の球体 
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 僚船は、本船に横付けして係留中、本船から延焼したものと考えら

れる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、本件浮桟橋に無人の状態で係留中、出火

したものと考えられる｡ 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

僚船 

本船 

万国橋 

神奈川県 

 横浜市 

事故発生場所 

（平成２８年５月２２日 

 ２２時４０分ごろ発生） 


